
  豊田市古瀬間聖苑使用料金についてのご案内 
 

 古瀬間聖苑の使用料金は、下記のとおり定められています。 

 

【使用料金区分】 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

【古瀬間聖苑使用料金表】 

 

【問合せ  やすらぎ福祉総務課 ☏０５６５－３４－６７０６（土日祝を除く午前 8時 30分～午後 5時 15分】 

区 分 単 位 豊田市民及びみよし市民 その他 備 考 

火
葬(

待
合
室
含
む) 

満 10 歳以上の者 １体 無料 70,000 円 
人体の一部も同じ

満 10 歳未満の者 １体 無料 35,000 円 

死産児 １胎 無料 
16,000 円  

胞衣・産汚物 １件 1,500 円 

式場（遺族控室・ 

僧侶控室含む） 

午前 9 時～午後 4 時 20,000 円 112,000 円 式場利用は、古瀬

間聖苑で当日又

は翌日に火葬さ

れる方のみ 

午後 5 時～翌朝 9 時 10,000 円 56,000 円 

祭     壇 １回 3,000 円 12,000 円 

霊  安  室 

１体につき 

（24 時間以内の

使用の場合） 

1,000 円 3,000 円 

超過料金１時間

につき 100 円〔そ

の他住民は 300

円〕を加算 

『亡くなった方』又は『古瀬間聖苑利用許可を受けた方※』 

の住民票上の住所 

※古瀬間聖苑利用許可を受けた方・・・古瀬間聖苑利用許可申請者のこと 

※実際に古瀬間聖苑を利用する方を「利用許可申請者」としてください 

※申請者が親族の場合のみ。親族以外が申請者の場合は亡くなった方の住所で判断 

してください 

豊田市民料金 

みよし市 

みよし市民料金 その他料金 

その他 豊田市 

火葬許可証（古瀬間聖苑利用許可証）は、豊田市古瀬間聖苑での再交付はでき
ません。申請内容をお間違えのないようご注意ください。 


